
都市計画法第２９条に基づく開発許可制度

都市近郊における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、一定以上の規模の建築行為をする場合な
どについて、一定の許可基準を設けた制度をいう。

開発とは
切土、盛土による土地の造成や道路、水路等の公共施設の

新設等により土地の区画や形質を変更すること

開発工事

公共施設の管理者
との事前協議（※）

開発許可申請

完了検査

確認申請

※ 事前協議において消防機関と協議

参考１－３
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都市計画法令における開発許可関係規定（抜粋）

（開発行為の許可）
第２９条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、
都道府県知事（指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長の許可を受けなければならない。

（公共施設の管理者の同意等）
第３２条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければな
らない。

２ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる
者その他政令で定める者と協議しなければならない。

３ 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項
の協議を行うものとする。

（開発許可の基準）
第３３条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準（第四項及び第五
項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。）に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律
に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
一 省略
二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場
その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が、次に掲
げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に
配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合
において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ～ニ 省略

三～十四 省略
２～ ８

都市計画法
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